
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 26 年３月に支払う４月分の賃料            

Ｑ：平成26年４月から消費税率が上がりま

すが、賃料を前払いする契約になっています

ので３月に４月分の賃料を払います。この場

合はどのように取り扱ったらいいですか？ 

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】 

消費税では、平成26年３月までに行う課税

仕入については、それが税率８％で計算され

ている対価であっても、５％相当額が課税仕

入れに係る消費税額となります。 

ただし、その支払額が新税率で計算されて

いることが明らかである場合には、消費税相

当額を一旦、仮払金として翌期に繰り延べて、

翌期に８％の税率で仕入税額控除を行うこと

が認められます。 

 (例)賃料100,000円、消費税8,000円の場合 

  (支払時) 

  賃借料100,000円 ／現預金108,000円 

  仮払消費税8,000円 

    (決算時) 

    仮払金8,000円／仮払消費税8,000円 

  (翌期決算時) 

    仮払消費税8,000円／仮払金8,000円 

  また、この他、一旦５％の税率を適用して

仕入税額控除を行い、翌期に仕入に係る対価

の返還等を受けたものとして仕入税額控除す

ることも認められます。 
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